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１．東彼杵町水道事業経営戦略について 

計画策定の目的 

東彼杵町水道事業は、創設より整備してきた水道施設の老朽化や耐震化の必要性のほか、

人口減少に伴う料金収入の減少により経営環境は厳しさを増しています。 
水道事業は、市民の生活に欠くことのできないサービスを提供しており、将来にわたっ

てもサービスの提供を安定的に継続することが可能となるように、中長期的な経営の基本

計画である「経営戦略」の策定が総務省より通達されています。 
このような背景をうけて、計画的かつ効果的な投資と財源の均衡を図り、町の上位計画

である「東彼杵町第５次総合計画」（平成 26 年 8 月）を目指すために「東彼杵町水道事

業経営戦略」を策定するものとしました。 
 

計画の位置づけ 

本経営戦略は、町の上位計画である「東彼杵町第５次総合計画」（平成 26 年 8 月）や「東

彼杵町水道ビジョン」（平成 22 年 3 月）との整合を図りながら、今後の取り組みや目指す

べき方向性を定めるとともに、中長期的な視点に基づき、検討した投資・財政計画に基づ

く戦略的な経営を推進するため、東彼杵町水道課として重点的に取り組む施策を定めるも

のです。 

 

図-1.2.1 経営戦略と他計画との位置づけ 



 

計画期間 

総務省が通達した経営戦略ガイドラインにおいては、「水道事業の特性、施設の老朽化状

況、経営状況等を踏まえた合理的な期間（１０年以上）が必要である」としています。 
上記の考えを基に、本計画における計画期間は、平成３０年度から平成３９年度までの

１０年間と設定します。 
 

 

図-1.3.1 経営戦略の計画期間 
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２．東彼杵町水道事業の概要 

東彼杵町の地勢 

本町は、長崎県のほぼ中央に位置し、総面積は 74.29 平方キロメートルを有する東西に

長い町です。三方を国見岳、遠目岳、虚空蔵岳を主峰とする山々に囲まれており、町の大

半を山林が占め、平野部は少なく棚田が発達しています。東南は大村市、西北は川棚町、

東北は佐賀県嬉野市に接していて、南西は大村湾に面しています。 
また、旧石器時代の遺跡や、長崎街道、平戸街道が伝えるように、遥か昔から海陸交通

の要所として栄えた町です。江戸時代には大村藩の所領となっていましたが、彼杵町と千

綿村が昭和 34 年 5 月に合併し、東彼杵町が誕生しました。 

 
図-2.1.1 東彼杵町の位置図 

 
  



 

水道事業の現状 

１）沿革 
東彼杵町の水道事業は、昭和38 年に事業認可を得た彼杵地区簡易水道から始まり、それ

以来人口増加に合わせて拡張事業を実施してきました。さらに、地区別でみると、千綿地

区（昭和45年）、才貫田地区（昭和50年）、坂本地区・里地区・太ノ浦地区・赤木地区（す

べて昭和58年）、一ツ石地区（平成元年）、木場地区（平成2年）、中尾地区（平成9年）、蕪

地区（平成10年）、川内地区（平成11年）、中岳地区（平成17年）と順次整備を進めてきま

した。 
その後、「東彼杵町水道ビジョン」（平成 22 年 3 月）の具体的な推進計画として、隣接

する配水区域を主体とした送配水運用の効率化を図るために、既存の簡易水道及び飲料水

供給施設を統合する水道事業施設整備計画（平成 26 年 2 月）を策定し、平成 26 年 3 月に

は東彼杵町水道事業として１本化する経営の認可を新たに取得しました。 
この認可により、平成 26～28 年度にかけて簡易水道統合整備事業を実施し、平成 29 年

度には、簡易水道 10 地区、飲料水供給施設 3 地区の計 13 地区の事業を統合して上水道事

業を創設し、経営基盤の強化に努めているところです。 
2016（平成 28）年度の水需要実績は、給水人口 8,035 人、給水普及率 98.3％、１日平

均給水量2,983m3／日（年間1,088,895m3）、１日最大給水量4,332m3／日となっています。 
 

表-2.2.1 東彼杵町水道事業の変遷 

 

 
２）水道施設 
本町の水道事業は、地下水や湧水を主な水源として、浄水処理後、配水区内の各配水池

から町内のほぼ全域に水を供給しています。 
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S38 S50 S60 H元 H10 H15 H20 H25 H29

彼 杵 東彼杵町水道事業
千 綿 として一本化
坂 本

里
太 ノ 浦
赤 木
木 場
中 尾

蕪
中 岳
才 貫 田
一 ツ 石
川 内

簡易水道

飲料水供給施設
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彼杵地区・川内地区 

 

彼杵浄水場・配水池 

 

法音寺水源地・浄水場 

 

法音寺配水池 

 

山田住宅高台地区配水池 

 

音琴第１水源地 

 

音琴中継ポンプ場 

 

音琴配水池 

 

音琴地区加圧ポンプ所 

 

中川内加圧ポンプ所 

 

中川内配水池 

 

川内浄水場 

 

川内配水池 

 

柚木町水源地 

 

山田水源地・浄水場 
 

山田配水池 

 



 

赤木地区 

 

赤木工業団地 
第１水源地・浄水場 

 

赤木工業団地 
第２水源地 

 

赤木工業団地 
第１・第２配水池 

 

赤木浄水場 

 

赤木第１配水池 

 

赤木第２配水池 

中尾地区・坂本地区・太ノ浦地区 

 

中尾第１水源地・浄水場 

 

中尾第２水源地 

 

中山配水池 

 

中尾配水池 

 

中尾・太ノ浦中継ポンプ所 

 

釜ノ内湧水 

 

坂本第２水源地 

 

坂本浄水場・中継ポンプ所 

 

坂本配水池 



 

 

菅無田配水池 

 

太ノ浦水源地・浄水場 

 

太ノ浦配水池 

中岳地区・千綿地区 

 

中岳水源地・浄水場・配水池 

 

中岳減圧井 No1 

 

中岳減圧井 No2 

 

平似田第１水源 

 

千綿第１水源 

 

千綿浄水場・配水池 

 

千綿第２配水池 

 

平似田浄水場・低区配水池 

 

平似田高区配水池 

 

野口配水池 

 

高峰加圧ポンプ所 

 

平似田減圧井 

 



 

蕪地区・木場地区・一ツ石地区 

 

蕪水源地・浄水場 

 

蕪配水池 

 

遠目水源地・浄水場 

 

遠目配水池 
 

出口山湧水 

 

木場浄水場 

 

木場配水池 

 

木場・一ツ石中継ポンプ所 

 

一ツ石配水池 

里地区・才貫田地区 

 

里水源地 

 

里浄水場・中継ポンプ所 

 

里配水池 

 

才貫田水源地 

 

才貫田浄水場・中継ポンプ・ 

低区配水池 

 

才貫田高区配水池 

 



 

 

 
 
 
  

図-2.2.1 給水区域図 



 

 
 
 

図-2.2.2 水道施設位置図 



 

 

３）組織体制 
本町水道課の組織体制図は以下のとおりです。 

 
図-2.2.3 本町水道課組織体制図（平成 29 年 4月 1 日現在） 

 

本町水道課は、町長が水道事業管理者の職務を行っており、３係（上水道施設係、上水

道総務係兼下水道業務係、下水道施設係）による組織体制で、上水道及び下水道に係る業

務を運営しています。 
水道事業は平常時だけでなく、地震による断水や漏水事故等、非常時においても水道水

を安全にかつ安定して供給することが求められるため、現行の組織体制を将来に渡って維

持し続けることが理想とされます。 
ただし、事業運営の効率化を推進する上で、将来的には民間への委託範囲の拡大につい

ても再検討し、それに応じた組織体制の見直しも検討する必要があります。 
また、経営や技術に関して精通した熟練職員に依存している面もあるため、持続性の観

点から計画的な技術継承の対応が急務とされています。 
 

４）経営状況 
（１）収益的収支・資本的収支 

本町の水道事業は、平成 28 年度まで簡易水道事業特別会計により運営していましたが、

簡易水道事業の統合により地方公営企業法が適用され、平成 29 年度からは企業会計の設

置により運営を行っています。 
ここでは、本町水道事業の平成 24 年度から平成 28 年度までの経営状況を整理しますが、

上記のとおり、平成 28 年度までは特別会計における会計管理であったため、各勘定項目

を地方公営企業の会計管理である収益的収支、資本的収支に当てはめて把握するものとし

ます。 

水道用水供給、水道施設維持管理、

水道施設設計・工事施工

水道業務統合調整、営業の企画、

水道料金、手数量、加入金調定収納

※町長 ：　１名
※職員 ：１２名
（平成29年4月1日現在）

下水道事業の計画、

設置及び管理運営

町長(1名)
水道課

課長(1名)

上水道施設係(６名)

※嘱託１名含む

上水道総務係兼

下水道業務係(２名)

下水道施設係(３名)



 

収益的収支とは、一事業年度の企業の経営活動に伴って発生する、すべての収益と費用

を表したものをいいます。 
本町水道事業における収入は、需要者からの水道料金収入の他に、収支不足を補うため

一般会計繰入金による収入を得ています。支出は、人件費や動力費・薬品費・修繕費等、

事務費の比率が大きく、その他、委託料や借入金の支払利息が発生しています。 

 
図-2.2.4 収益的収支の推移 

資本的収支とは、企業の資産を取得するために要する収支のことで、将来の経営活動に

備えて行う建設改良・企業債償還等に関する予算が主に計上されます。 
本町水道事業における収入は、企業債の借入額の比率が大きく、平成 28 年度では簡易

水道統合整備事業の財源確保のために 197,100 千円を借り入れています。そのほかとして

国庫補助金や一般会計繰入金により収入を得ています。支出は、平成 26～28 年度にかけ

て実施してきた簡易水道統合事業のほか、基幹改良事業や建設改良等にかかる施設整備費

用や企業債償還金が費用として発生しています。 

 
図-2.2.5 資本的収支の推移 

H24 H25 H26 H27 H28
収益的収入 140,080 144,343 149,620 159,425 167,359

収益的支出 95,335 99,242 108,708 122,947 105,003

純利益 44,745 45,101 40,912 36,478 62,356
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表-2.2.2 収益的収支・資本的収支の内訳 

 

 

（２）企業債残高 

地方債残高、地方債発行額、地方債償還額の推移を以下に示します。地方債の元金返済

にあたる地方債償還金は直近５年では、毎年 30,000 千円程度発生しています。 
また、地方債残高は、平成 26 年度以降、簡易水道統合整備事業にかかる地方債借入に

より増加し、平成 28 年度時点で約 889,000 千円残っています。 

 
図-2.2.6 地方債残高・発行額・償還額の推移 

（単位：千円）
勘定区分 収入/支出 勘定項目 H24 H25 H26 H27 H28

収益的収支 収益的収入 料金収入 136,158 136,131 138,149 138,116 137,112
他会計繰入金 2,796 7,421 10,454 13,168 14,800
その他 1,126 791 1,017 8,141 15,447
小計 140,080 144,343 149,620 159,425 167,359

収益的支出 職員給与費 27,494 25,687 23,793 32,835 34,436
一般管理費・給水費 55,688 62,372 74,776 79,471 60,099
支払利息 12,153 11,183 10,139 10,641 10,468
小計 95,335 99,242 108,708 122,947 105,003

資本的収支 資本的収入 地方債 0 0 156,000 271,800 197,100
他会計補助金 37,237 13,049 25,336 45,227 43,201
国庫補助金 0 0 78,069 133,808 97,610
県補助金 0 0 0 0 0
工事負担金 0 0 0 0 0
基金繰入金 10,000 0 0 0 0
その他 9,209 437 1,463 1 10,502
小計 56,446 13,486 260,868 450,836 348,413

資本的支出 建設改良費 47,079 13,422 256,925 437,541 341,122
地方債償還元金 30,987 33,638 29,831 30,627 31,977
小計 78,066 47,060 286,756 468,168 373,099

H.24 H.25 H.26 H.27 H.28
地方債発行額 0 0 156,000 271,800 197,100

地方債残高 390,602 356,964 483,133 724,307 889,431

地方債償還額 30,987 33,638 29,831 30,627 31,977
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（３）水道料金 

本町の水道料金は以下の表のとおり、使用水量に準じた料金設定となっています。 
また、長崎県下の水道事業体（上水道事業のみ）と比較すると図-2.2.7のとおりとなり、

長崎県平均3,562円／20m3／１月に対して、本町の水道料金は3,200円／20m3／１月とやや

低額となっています。（参照：平成27年度水道統計） 
水道事業は、安全かつ安定した給水サービスの提供のために、浄水処理施設や配水池、

管路等を大量に建設する先行投資型の装置産業であることから、他の公営企業に比べて、

経費のうち固定費が大部分を占めている特徴があります。 
近年の本町における給水人口は、減少傾向を辿っていますが、将来的にも人口減少の傾

向は続いていくものと予想されるため、今後の水需要見通しを踏まえると、長期的な視点

に立って、適切な料金体系のあり方についても検討すべきと考えられます。 
 

表-2.2.3 水道料金関係表 

 
 

本町水道事業の水道料金は、全地区統一した料金体系となっています。 

 
 
  

使用量

～10m3まで

（基本料金）

11m3～ 160 円 20 mm 73,400 円

25 mm 108,000 円

40 mm 324,000 円

50 mm 486,000 円

75 mm以上

金額 メーター口径 加入金

水道料金 加入金

（１ケ月分、メータ－使用料・消費税別） （１ケ月分、消費税別）

31,500 円

町長が別に定める金額

1,600 円 13 mm



 

 

 

図-2.2.7 長崎県下の水道事業体による水道料金比較 

（比較対象は上水道事業のみ） 
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参照）平成27年度水道統計



 

（４）経営指標 

平成 23 年度から平成 27年度の決算の状況を類似団体と比較します。 

経営指標をとりまとめた経営比較分析表を以下より示します。平成 27 年度までは、上水

道事業創設前の簡易水道事業（法非適用）の指標により整理しているため、評価可能な指

標のみ抽出します。なお、本町水道事業と類似する団体の平均値と比較するものとし、総

務省が経営比較分析表にて定義する類似団体区分を採用します。（今回は、簡易水道事業に

該当し、「現在給水人口 5,001 人以上 10,000 人以下」の区分「Ｄ２」を対象とします。） 

 

【経営の健全性・効率性の指標】 

①経常収支比率（％） 

（望ましい向き「↑」） 

【算定式】＝（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費

用）×100 

【指標の定義】 

経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すものです。この比率が高いほ

ど経常利益率が高いことを表し、100％未満であることは経常損失が生じていることを意味

します。 

【東彼杵町の評価】 

本町の指標値をみると、100％以上で推

移しています。 

各年度、全国類似団体平均値よりも 30

～40％程度高い比率となっています。 

 

 

【グラフ】 

 

 

②累積欠損金比率（％） 

（望ましい向き「↓」） 

【算定式】＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×100 

【指標の定義】 

営業収益に占める累積欠損金の割合を示すもので、経営状況が健全な状態にあるかどうか

を見る際の代表的な指標です。 

営業活動で生じた欠損（赤字）のうち、繰越利益剰余金（前年度以前に生じた利益で今年

度に繰り越したもの）や利益積立金（前年度以前に生じた利益を積み立てたもの）などで埋

め合わせできなかった欠損額が累積したものです。 

【東彼杵町の評価】 

平成 27 年度まで特別会計の簡易水道事

業（法非適用）であり数値なしのため、評

価対象外とします。 

【グラフ】 

グラフ無し 

H23 H24 H25 H26 H27
東彼杵町 111.28 110.89 108.63 108.00 103.81

平均値 75.24 73.63 75.71 75.09 75.34
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③流動比率（％） 

（望ましい向き「↑」） 

【算定式】＝流動資産／流動負債×100 

 

【指標の定義】 

流動負債（事業の通常の取引において１年以内に償還しなければならない短期の債務）に

対する流動資産（現金・預金のほか、原則として１年以内に現金化される債権など）の割合

であり、短期債務に対する支払い能力を表します。通常 100％以上であることが必要とされ、

100％を下回っていれば不良債務が発生していることとなります。 

【東彼杵町の評価】 

平成 27 年度まで特別会計の簡易水道事

業（法非適用）であり数値なしのため、評

価対象外とします。 

【グラフ】 

グラフ無し 

 

④企業債残高対給水収益比率（％） 

（望ましい向き「↓」） 

【算定式】＝企業債残高／給水収益 

【指標の定義】 

給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高が経営に与える影響からみた財務

状況の安全性を示します。 

この割合が小さいほど、資金調達の際の企業債への依存度は低く、給水収益等、自己資金

調達による度合いが高いため、経営状態の安全性は高いといえます。 

【東彼杵町の評価】 

本町の指標値をみると、平成 25 年度ま

ではほぼ横ばいでしたが、平成 26 年度以

降、簡易水道統合整備事業として管路整備

やポンプ場建設等を行っており、その財源

として多額の企業債を発行しているため、

企業債残高は増加傾向にあります。 

各年度、全国類似団体平均値よりも 700

～800％程度低い比率となっています。 

現在低い比率ではありますが、増加の一

途を辿らないように、今後は、単年度の企

業債償還額を超えない範囲で借り入れを

行う等、財務体質の改善に努める必要があ

ります。 

【グラフ】 

 

 

  

H23 H24 H25 H26 H27

東彼杵町 307.68 286.87 262.22 349.70 524.42

平均値 1,168.80 1,158.82 1,167.70 1,228.58 1,280.18
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①料金回収率（％） 

（望ましい向き「↑」） 

【算定式】＝供給単価／給水原価×100 

【指標の定義】 

給水原価に対する供給単価の割合を表したもので、事業の経営状況の効率性を示す指標の

一つです。この比率が 100％を下回っている場合、給水にかかる費用が料金収入でまかなわ

れていないことを意味します。 

【東彼杵町の評価】 

本町の指標値をみると、平成 25 年度ま

では 100％を超えていますが、平成 26 年度

以降は 100％を下回っており、適切な料金

回収が出来ていません。 

各年度、全国類似団体平均値よりも 30

～50％程度高い比率となっています。 

 

【グラフ】 

 

 

②給水原価（円／ｍ3） 

（望ましい向き「↓」） 

【算定式】＝｛経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原

価＋附帯事業費）｝／有収水量 

【指標の定義】 

有収水量１ｍ3当たりに、どれだけの費用がかかっているかを表したものです。全国各地

をみても保有する水源や浄水処理すべき原水水質など条件は多種多様であり、それぞれの事

業環境による影響を受けるため、給水原価の水準だけでは経営の優劣を判断することは難し

いとされています。 

【東彼杵町の評価】 

本町の指標値をみると、平成 23 年度の

151.15 円/m3から年々増加傾向にあり、平

成 27 年度には 192.11 円/m3と約 40 円/m3

増加していますが、全国類似団体平均値に

比べて低い単価にあります。 

単価が上がってきている理由には、有収

水量が微減傾向にある一方、水道事業にか

かる費用は微増傾向にあることがあげら

れます。 

【グラフ】 

 

 

  

H23 H24 H25 H26 H27

東彼杵町 109.85 107.78 102.44 99.72 89.93

平均値 56.44 55.60 54.43 53.81 53.62
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③施設利用率（％） 

（望ましい向き「↑」） 

【算定式】＝（1日平均給水量／1日給水能力）×100 

【指標の定義】 

１日当たりの給水能力に対する１日平均給水量の割合を示したもので、水道施設の利用状

況を判断する指標です。この比率が大きいほど効率的な施設運転を実施しているものといえ

ます。水道事業のように季節的な需要変動がある事業については、最大稼働率（１日給水量

能力に対する１日最大給水量の割合）や負荷率（１日最大給水量に対する１日平均給水量の

割合）にも着目する必要があります。 

【東彼杵町の評価】 

本町の指標値をみると、平成 23 年度か

ら平成 26 年度にかけてはほぼ横ばいの約

40％で推移していますが、直近の平成 27

年度には１日平均給水量が増加したこと

から約 46％まで上昇しています。全国類似

団体平均値と比較してやや低い比率を示

しています。 

【グラフ】 

 

 

④有収率（％） 

（望ましい向き「↑」） 

【算定式】＝（有収水量／給水量）×100 

【指標の定義】 

年間の給水量に対する料金徴収の対象となった有収水量の割合を示すもので、施設の稼働

状況が収益につながっているかどうかを把握できます。この指標値が低い場合、漏水が多い

こと、給水メータが不感、消防用水の使用頻度が多いこと等、いくつかの要因が考えられま

す。 

【東彼杵町の評価】 

本町の指標値をみると、平成 23 年度か

ら平成 26 年度にかけてはほぼ横ばいの約

88％で推移していますが、直近の平成 27

年度には 76％まで減少しており、全国類似

団体平均値とほぼ同程度の比率を示して

います。平成 27 年度に減少した理由とし

ては、これまで配水流量が不明であった配

水池に流量計を設置したことで流量管理

の精度が上がり、正確な配水量を把握する

ことが可能となったことがあげられます。 

【グラフ】 

 

 

H23 H24 H25 H26 H27

東彼杵町 40.76 40.97 40.18 39.64 45.87

平均値 59.84 60.66 60.17 58.96 58.10
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【老朽化の状況の指標】 

①有形固定資産減価償却率（％） 

（望ましい向き「↓」） 

【算定式】＝有形固定資産減価償却累計額／有形固定資

産のうち償却対象資産の帳簿原価×100 

【指標の定義】 

償却対象の有形固定資産における減価償却済資産の割合を示したもので、この比率によっ

て減価償却の進み具合や資産の経過状況を把握することができます。 

【東彼杵町の評価】 

平成 27 年度まで特別会計の簡易水道事

業（法非適用）であり数値なしのため、評

価対象外とします。 

【グラフ】 

グラフ無し 

 

②管路経年化率（％） 

（望ましい向き「↓」） 

【算定式】＝（法定耐用年数を超えた管路延長／管路総延長）×

100 

【指標の定義】 

管路総延長に対する法定耐用年数を超えた管路延長の割合を示したもので、老朽化してい

る管路の布設度合いを把握することができます。 

【東彼杵町の評価】 

平成 27 年度まで特別会計の簡易水道事

業（法非適用）であり数値なしのため、評

価対象外とします。 

【グラフ】 

グラフ無し 

 

③管路更新率（％） 

（望ましい向き「↑」） 

【算定式】＝（更新された管路延長／管路総延長）×100 

【指標の定義】 

管路総延長に対する１年間に更新された管路延長の割合を示したもので、既設管路の耐震

化や高機能化を目的として老朽管更新の実施状況を把握することができます。 

【東彼杵町の評価】 

本町の指標値をみると、平成 23 年度か

ら平成 26 年度にかけては 1％前後でした

が、平成 27 年度には簡易水道統合整備事

業に伴い管路整備を実施してきたことか

ら、約 4％まで上昇しています。平成 26～

27 年度は全国類似団体平均値より高い比

率となっています。 

【グラフ】 

 

 

H23 H24 H25 H26 H27

東彼杵町 0.43 0.41 0.04 1.10 4.08

平均値 1.08 0.69 0.89 0.98 0.76
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これらの経営指標のうち、2015（平成 27）年度の代表的な指標を抽出し、以下の図のとお

りレーダーチャートによる経営比較分析結果を示します。 

「経常収支比率」は、収益的収支が黒字となっており、全国類似団体平均値より優れてい

ます。 

「経営の効率性」では、「企業債残高対給水収益比率」「料金回収率」「給水原価」は全国類

似団体平均値より優れていますが、「施設利用率」はやや下回っており、「有収率」は同程

度となっています。 

「老朽化の状況」で評価可能な「管路更新率」は全国類似団体平均値より優れています。 

 

図-2.2.8 経営比較分析レーダーチャート（2015（平成 27）年度） 

 

＜経営比較分析における総括＞ 

 収益的収支区分において、他会計からの繰入が多いため、収益的収支比率は高水準とな

っています。 

 企業債の残高に対し、料金収入が多いことから、他事業体に比べると償還する額を準備

できる経営状況にあります。 

 料金回収率は高水準となっています。 

 老朽管の更新を推進し有効率及び有収率を上昇させることで、必要コストの削減が期待

できます。 

 給水原価は全国類似団体の平均を大きく下回っていますが、簡易水道統合整備事業によ

る減価償却費増加により単価が上昇することから、料金回収率は低下していくことが見
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経営比較分析レーダーチャート

H27東彼杵町実績

H27全国類似団体平均値

※チャートは外側に広がる程、良好な状態を示します。

青字は全国類似団体平均値に対する本町の指標値

を示します。

※チャートは外側に広がる程、良好な状態を示します。

青字は全国類似団体平均値に対する本町の指標値

を示します。

※全国類似団体の区分は以下のとおりとします。

［事業区分］・・・簡易水道事業

［現在給水人口］・・・5,001 人以上10,000 人以下

［区分］・・・Ｄ２（団体数129）

参照：総務省 経営比較分析表の類似団体区分の定義

経営の健全性

経営の効率性

老朽化の状況



 

込まれます。 

 水道施設が多く、施設利用率が全国類似団体の平均を下回っていますが、平成 28 年度末

で簡易水道統合整備事業が完了したため、その比率について再度検証する必要がありま

す。 

 平成 28 年度末に簡易水道統合整備事業及び基幹改良事業により施設の統合及び老朽管

の更新を実施してきており、漏水量の低減や維持管理費の削減等の効果が期待できます

が、有収率は 70％台と低いことから、継続した漏水調査及び老朽化管路の更新事業を実

施し、計画的な修繕・更新により有収率の上昇を図る必要があります。 

 経常収支比率は 100％以上と黒字経営となっていますが、実情は収益的収支の不足分を

一般会計からの繰入金により賄っていることから、繰入金がない場合は厳しい経営状況

となります。また、将来的に収益減少の見込みにあることから、経営コストを可能な限

り削減し、有収率の向上によるコスト削減、施設管理の合理化、効率化を進める必要が

あります。このような取り組みでも収益性が期待できない場合は、料金水準の見直し等、

適切な料金設定について検討します。 

 
 
  



 

効率化・経営健全化の取組状況 

１）適切な職員数の配置 
2016（平成 28）年度における本町水道課の下水道職員を除いた職員数は、７名（嘱託職

員１名含む）の体制により運営しています。 

 
図-2.3.1 職員数の推移 

 

また、直営職員の年齢構成を以下に示します。 

平成 24～25 年度は 30～40 代のみでしたが、将来の水道事業運営を見据え、平成 26 年度

以降には 10 代～20 代の若手職員を配置し、熟練技術者による技術継承を図っています。 

 

図-2.3.2 職員数の推移 

 
  

※下水道職員は含まない 参照）総務省　簡易水道事業統計年鑑等
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２）業務の直営・委託 
水道事業の業務における直営・民間委託の状況を以下に示します。 

 

表-2.3.1 本町における業務別の直営・委託状況 

 
 

本町では、業務効率化やコスト削減に効果がある業務について民間委託を実施し、効率

的な事業運営に努めています。 

浄水場やポンプ場、配水池などの場外の施設の維持・点検・運転管理の業務については

直営で実施しています。一方、水質検査や給水管の公道修理等の業務は外部へ委託し、効

率化を図っています。また、配水管や給水管の漏水・修理業務についても町内全域を対象

に、民間へ委託しています。 

今後も、維持管理の効率化や経費削減の取り組みに努めていきます。 

 
  

区 分 民間委託 町直営

取 水 原水検査 維持・点検・管理

導 水 管 維持・点検・管理 維持・点検・管理

浄 水 場
維持・点検・運転管理

着水水質検査
浄水水質検査

維持・点検・運転管理
モニタリング

ポ ン プ 場 維持・点検・運転管理

送 水 管 維持・点検・運転管理

配 水 池
維持管理委託

水質検査
維持・点検・運転管理

配 水 管
漏水調査
維持・点検
水質検査

維持・点検

給 水 管 公道修理
止水栓修理
漏水調査

営 業 活 動 検針
料金徴収
開閉栓

滞納整理　等

事 業 運 営 経営・事業計画



 

３）広域連携に関する取り組み 
本町においては、今後一層、給水人口の減少による収益の減少や施設更新に係る経費の

増加が見込まれ、水道事業の経営環境は厳しくなることが予想されます。 
このような水道事業の背景を受けて、将来の水道事業のあり方に関する検討会として、

長崎県が主催する「広域連携に関する検討会」に参加し、水道事業における広域連携の可

能性について検討しています。 
水道事業における広域連携は、経営基盤や技術基盤の強化という観点から、地域毎の水

道の実情に応じて、事業統合や共同経営だけでなく、管理の一体化や施設の共同化等の多

様な形態として推進されています。水道の広域連携により期待される効果は、水需給の不

均衡の解消や、施設利用の効率性向上、施設整備水準の平準化などに加え、経営及び技術

両面での中長期的な事業運営に向けた運営基盤の強化に重点が置かれています。 
今後の経営状況によっては、近隣の水道事業体等との事業統合の可能性等も考えられる

ことから、慎重に検討していきます。 
 

 
出典）水道広域化検討の手引き（日本水道協会） 

図-2.3.3 水道広域化と期待される効果のイメージ 

 



 

将来の事業環境の見通し 

１）給水人口・給水量の見通し 
図-2.4.1 のとおり、本町の過去 10 年間（平成 19～28 年度）における行政区域内人口を

みると、平成 19 年度に約 9,300 人であった人口は、平成 28 年度には約 8,200 人まで減少

しています。 
今後の人口の見通しは、老年人口が増加する一方で、生産年齢及び年少人口が減少する

と想定されます。最新の人口推計については、５年スパンで推計している本町人口ビジョ

ン（平成 27 年 10 月）を基に、このときの平成 27 年度推計値と平成 27 年度実績値から補

正した人口見通しを整理すると、図-2.4.2 のとおりとなります。 
この本町人口ビジョン（平成 27 年 10 月）の平成 27 年度実績補正版の行政区域内人口

用いて将来の給水人口、年間有収水量を推計しますと、図-2.4.3 に示すとおり、平成 72
（2060）年度で 600 千 m3まで減少する見通しとなります。 

 

 

図-2.4.1 人口及び給水量の実績 

 

 
図-2.4.2 人口の見通し 
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図-2.4.3 給水人口・有収水量の見通し 

 
２）料金収入の見通し 
平成 28 年度における給水収益は 139,200 千円となっており、平成 27 年度の給水収益

138,638 千円より微増となっています。 
平成 28 年度の供給単価 178.2 円/m3により将来の給水収益を試算すると、給水人口の減

少に伴い、平成 72 年度には収益が 106,931 千円にまで減少するものと予測されます。 
今後は、給水人口及び給水量が減少し、今の料金水準のままでは料金収入の増加は見込

めないことが予想される一方、水道施設の維持管理に必要な財源確保は必要不可欠である

ことから、経営の合理化、効率化を図る上でも適正な料金の検討を行う必要があります。 

 

 
図-2.4.4 給水収益の見通し 
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３）資産健全度の見通し 
図-2.4.5 に取得年度別の構造物・設備における現在価値額及び管路の布設延長を示しま

す。昭和 38 年に事業認可を得た彼杵地区は 2017 年度現在で 54 年が経過し、創設当初か

らの水道施設は老朽化が進んでいると考えられます。 
 

 
図-2.4.5(1) 取得年度別現在価値額（構造物・設備：地区別） 

 
図-2.4.5(2) 取得年度別布設延長（管路：地区別） 
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既存の構造物や設備の更新を実施しなかった場合、図-2.4.6 に示すような資産健全度の

見通しが予想されます。年数が経過する毎に、経年化資産（経過年数が法定耐用年数の 1.0
～1.5 倍の資産）や老朽化資産（経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍を超えた資産）の比率は

上昇し、突発的な事故や故障のリスクは増大していくため、安定給水が困難な状況となり

ます。 
こうした状況を改善するために、浄水場や配水池等、主要な施設については、維持管理

を適切に行い、必要に応じて修繕を図り、水道の安定供給に向けて取り組む必要がありま

す。また、管路については、布設後の経過年数が長く、耐震性能を有していない管路を優

先に計画的に更新事業を進めていく必要があります。 
 

 

建築 

 

土木 

 

機械設備 

 

電気設備 

 

計装設備 

 

管路 

図-2.4.6 更新を実施しなかった場合の資産健全度の見通し 
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４）組織の見通し 
経営状況の改善を図る上で、経費削減の取り組みがあげられますが、組織のスリム化や

民間活力の活用などの効率的な事業運営が考えられます。しかし、本町の地形的特性から

広範囲に多くの水道施設を抱えており、水道を町内全域で安定かつ安全に供給するために

は現在の維持管理体制を維持していく必要があること、また、既存施設・設備の更新事業

量に対応する必要があることから、現在の職員数を削減することは困難であるものと考え

られます。 
そのため、本町水道事業の経営状況の見通しに注視し、経営基盤の強化が図られるよう

な取り組みとして、組織体制の見直しや直営部分の事務事業の民間委託の可能性について

検討していきます。 
 
 
  



 

課題のまとめ 

これまでに整理した現状及び将来見通しを踏まえ、本町水道事業が抱える課題を以下の

とおり抽出しました。 
 

表-2.5.1 本町水道事業における課題一覧 

～主要な課題一覧～ 

【 給 水 量 】 
 本町水道事業における給水人口は減少することが予想され、給水量について

も減少傾向となります。 

【 水 道 施 設 】 

 旧簡易水道（13 地区）の水道施設を地区間で効率的に運用することを目的とし

て、平成 25 年度に簡易水道統合整備計画を策定し、上水道事業の創設に関す

る事業認可を受け、平成 26 年度から平成 28 年度にかけて統合整備事業を実

施してきました。 

 上記により施設運用に関する効率化は図られましたが、水道事業創設時（昭和

40 年代）に建設してきた多くの現有資産は耐用年数を迎え始め、今後修繕や更

新にかかる費用が増加することが予想されます。 

 仮に現有資産を更新せずに継続利用した場合、更新事業量はないため工事に

かかる費用は発生しませんが、現有資産の健全度は低下していき、破損や故

障等、リスクが増大し、安定給水に支障が生じることとなります。 

【 組 織 】 

 水道事業は平常時だけでなく、地震による断水や漏水事故等、非常時において

も水道水を安全にかつ安定して供給することが求められるため、現行の組織体

制を将来に渡って維持し続けることが理想とされます。また、今後は老朽化する

施設や設備への大規模な投資に対応できるだけの技術系職員を確保する必要

があります。 

 また、熟練技術者による技術継承や水道サービスの水準を維持するための、

経営基盤強化に関する取り組みが重要となります。 

【 経 営 】 

 給水量減少に伴い、給水収益の減少が予想されます。 

 現在、収益的収支の収支不足分については、一般会計から繰り入れすることで

健全な事業経営が出来ていますが、将来も継続して他会計からの繰り入れが

担保されるとは限りません。独立採算制を原則とする水道事業においては現状

の一般会計からの繰り入れに依存する財務体制の改善が求められます。その

ため、本町水道事業において適正な料金水準の検討が必要と考えられます。 

 
  



 

これらの課題を基に、経営資源とされる「ヒト」「モノ」「カネ」の３要素に集約すると、

以下のとおりとなります。 
 

表-2.5.2 「ヒト」「モノ」「カネ」の視点における課題 

【 ヒ ト 】 

継続した維持管理のほか 

大規模更新に向けた技術系職員の配置が懸念されます 

継続した維持管理や老朽化施設・設備の更新に対応するために、適切

な技術系職員の配置が必要と考えられます。 

【 モ ノ 】 

施設統廃合にかかる整備事業は完了したが 

現有資産の老朽化が進行し始めています 

将来にわたって安定給水を継続していくために、現有施設・設備の計画

的な更新が必要と考えられます。 

【 カ ネ 】 

人口減少に伴う収益減少により 

経営環境が悪化することが予想されます 

経費削減の取り組みを前提として、事業経営の健全化を図るために、

適正な料金水準の検討が必要と考えられます。 

 
 
  



 

３．経営の基本方針 

基本理念 

平成22年3月に策定した「東彼杵町水道ビジョン」（以降、本町水道ビジョン）では、当

時の第４次総合計画との整合を図ることを基本に、『安心して飲めるおいしい水』を長期

的に安定して供給するため、効率的な運営及び経営基盤の強化を図ることを基本理念に掲

げています。 
この基本理念の実現のために、５つの基本方針を、「安全・安心な水の供給」「安定し

た水の供給」「町民サービスの充実」「事業経営の健全化」「環境にやさしい水道の実現」

としています。 
この基本理念は、国の「水道ビジョン」で示された将来像を基に掲げたものであり、本

経営戦略での基本理念としても適するものと考えられます。 
 

 

参照）東彼杵町水道ビジョン（平成22年3月） 

図-3.1.1 本町水道事業における基本理念 

 

  

水道の将来像

町民が『安心して飲めるおいしい水』を長期的に安定し供給するため、
効率的な運営を行います。また、経営基盤の強化を図ります。

基 本 方 針

（１）安全・安心な水の供給

（２）安定した水の供給

（３）町民サービスの充実

（４）事業経営の健全化

（５）環境にやさしい水道の実現



 

経営方針 

本町水道ビジョンでは、水道の将来像の実現を目指すために、具体的な施策体系を以下

のとおりとしています。 

 

 

参照）東彼杵町水道ビジョン（平成22年3月） 

図-3.2.1 本町水道事業の将来像実現のための施策体系 

 

本計画における本町水道事業の経営方針は、上記の本町水道ビジョンにおける施策体系

と、これまでに整理した現状及び将来の事業環境における課題に基づき、以下のとおりと

します。 

 

（１）組織体制の強化 

①現状の職員数を削減すると経費削減につながりますが、安定した維持管理体制が損なわ

れるため、現状通り維持します。また、大規模更新事業を迎える前には職員数増員を計

画し、水道施設の適切な維持管理に努めます。 

②事故や災害の発生時には、既往の災害事故対策マニュアルによって対応します。大規模

な災害時には、近隣自治体と連携して対応に努めます。 

 



 

（２）水道施設の機能健全化 

①地下水や湧水等、自己水源により給水を行っているため、今後も安定した供給を確保す

るために、給水に必要な自己水源の確保に努めます。 

②老朽化している施設や設備は、計画的に更新を進めると同時に、耐震性能を有する資材・

技術を採用し、機能健全化を図ります。 

 

（３）経営環境の健全化 

①収支不足分の補てんとしている他会計繰入金への依存度を段階的に低下させていき、収

益と資金残高のバランスを踏まえた適切な料金水準を検討します。 

②長崎県・県下自治体との広域連携の可能性について継続して検討します。 

 

 

 

図-3.2.2 本町水道事業における経営方針 

 

 

  



 

４．投資計画 

将来の投資計画については、水道施設の整備にかかる事業費と考え、現有資産の更新にか

かる費用を基本として見通しを試算します。 

 

将来の更新需要の考え方 

厚生労働省では、将来の事業環境を見据えた持続的な水道事業を実現させる方策の一つ

として、「アセットマネジメント（資産管理）」の実践を推奨しています。 

水道事業におけるアセットマネジメントとは、水道施設の現状（建設からの経過年数、

耐震性の有無等）を把握し、適切な水道施設の機能を維持するために、将来的に必要とさ

れる施設の更新時期や、更新事業を行うための財政収支等、水道施設のライフサイクル全

体における見通しを図ることです。 

本町においては、将来、人口減少の見通しにより料金収入の増加は見込めない状況にあ

る一方で、これまでに建設してきた水道施設の多くは順次老朽化していき、健全な機能を

確保した施設管理のためには莫大な更新需要が必要となります。このような更新事業に対

して、適切な財政運営を図る必要があり、安全で安心な水道水を持続的に供給するために

も、アセットマネジメントを活用した適切な施設管理が求められます。 

本町においては、平成 28 年度までは町内に複数設置していた簡易水道の統合整備事業

のほか、既設管路の基幹改良事業等を実施してきました。今後は、現有する水道施設の維

持管理を継続していきながら、老朽化が進行し、耐震性能が不十分とされる施設や設備は

緊急性の高い資産として更新工事を実施していきます。 
ここでは、アセットマネジメントによる更新需要の見通しを試算し、将来の投資計画の

基礎資料として活用します。 

なお、アセットマネジメントにおける更新期間の設定は、法定耐用年数や経過年数（供

用年数など）を基に設定する「時間計画保全」の考え方により設定することとします。 

 
 
  



 

法定耐用年数で更新した場合の更新需要 

更新時期については、法定耐用年数で更新した場合と、法定耐用年数の1.5倍で更新した

場合の２ケースを想定し、それぞれの更新需要を算出したものを図-4.2.1に示します。ま

た、これを５年ごとの平均費用として整理したものを図-4.2.2に示します。 

 

◇法定耐用年数で更新した場合 

 耐用年数を過ぎているが更新を行っていない資産の更新費用 2,358,892 千円を平成 29

年度に計上しているため、平成 29～33 年度の更新費用が多くなっています。 

 各地区の簡易水道の創設時期が異なることから、土木施設の更新費用が５年ごとに増減

しています。 

 平成 29～33 年度を含め、更新需要が極端に多い期間があるため、現実的かつ計画的な

更新需要の平準化が必要です。 

 

◇法定耐用年数×1.5 倍で更新した場合 

 更新需要が多い年度はありますが、全資産を通して更新までの年数が延びるため、全体

的に更新需要は平準化されます。 

 

 

 

  



 

 

図-4.2.1(1) 更新需要の見通し（法定耐用年数で更新した場合） 

 

 

図-4.2.1(2)  更新需要の見通し（法定耐用年数×1.5倍で更新した場合） 
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図-4.2.2(1) 年平均更新需要の見通し（法定耐用年数で更新した場合） 

 

 
図-4.2.2(2) 年平均更新需要の見通し（法定耐用年数×1.5倍で更新した場合） 
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更新基準に基づいて更新した場合の更新需要 

４－２で示した法定耐用年数の1.5倍で更新した場合には、当面の事業量がかなり減少す

ることになり事業費が平準化されますが、法定耐用年数を大きく超えて使用することによ

る破損・事故の発生等、リスク増加が考えられます。また、1.5倍は全ての資産に対して一

律設定としたものであるため、資産の種類による差がなく、技術的な根拠がありません。 

そのため、更新時期の目安として、施設・設備の種類の違いによる全国的な水道事業体

における使用実績例等（厚生労働省「実使用年数に基づく更新基準の設定例」）を参考に、

本町独自の更新基準を表-4.3.1のように設定します。 

 

表-4.3.1 本町水道事業における更新基準 

 
※参照）厚生労働省「簡易支援ツールを使用したアセットマネジメントの実施マニュアル」における 

「参考資料 実使用年数に基づく更新基準の設定例」 

設定値例 平 均 値

建 築 建築構造物 50 65～75 70 75

その他雑施設 － － － 38 建築構造物×1/2

土 木 土木構造物 60 65～90 73 90

その他雑施設 － － － 45 土木構造物×1/2

管 路 鋳鉄管 40～50 45 40 法定耐用年数どおり設定

ダクタイル鋳鉄管 60～80 70 80

鋼管 40～70 55 70

石綿セメント管 40 － 40 法定耐用年数どおり設定

硬質塩化ビニル管(H.7まで) 50 平均値

硬質塩化ビニル管(H.8以降) 60

コンクリート管 40 － 40

鉛管 40 － 40

ポリエチレン管 40～60 50 60

ステンレス管 40～60 50 60

その他(管種が不明なものを含む) 40 － 40 法定耐用年数どおり設定

電気 設備 受変電・配電設備 15 20～40 30

直流電源設備 － 6～20 13

非常用電源設備 15 15～40 28

機械 設備 ポンプ 15 20～30 25

滅菌設備 15 15～25 20

薬注設備 15 15～30 23

沈澱・ろ過池機械設備 15 20～30 25

排水処理設備 15 20～40 30

減圧弁 30 － － 40 管路を参考に設定

計装 設備 流量計、水位計、水質計器 10 10～25 18 20
設定値例の平均値を設定
(5年丸め処理)

監視制御設備、伝送装置 10 15～23 19 20
設定値例の平均値を設定
(5年丸め処理)

　　　　　　注：建築、土木、管路については設定値例の最大値を採用することを基本とする。
　　　　　　　　硬質塩化ビニル管はHIVP採用前後で２区分とする。

25
全体平均24.6年を5年
丸め処理した年数を設定

区 分 分 類
法 定
耐 用
年 数

マニュアル参考資料
更新 基準
設 定 値

40～60 50

備 考

40

25
全体平均23.6年を5年
丸め処理した年数を設定



 

設定した更新基準で更新した場合の更新需要を算出すると、図-4.3.1、図-4.3.2 の通りとな

ります。 
１年当たりの更新需要は、年度によって異なりますが、概ね約 60,000 千円～350,000 千円

となり、事業量の平準化が図られます。 

 
図-4.3.1 更新需要の見通し（更新基準で更新した場合） 

 

 
図-4.3.2 年平均更新需要の見通し（更新基準で更新した場合） 
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更新需要の平準化 

本計画では、４－３で示した更新基準にしたがって更新した場合の更新需要を投資計画

における計画値として採用します。最初の 10 年分（平成 29～38 年度）の更新は平成 31
年度からの 8 年間で実施し、それ以降は 10 年スパンで事業を実施するものとして平準化

します。図-4.4.1 に投資計画における更新需要の見通しを示し、資産種別の事業費内訳を

表-4.4.1 に示します。 
本計画の計画期間内の更新需要をみると、平成 30 年度は管路整備費の 50,000 千円のみ

ですが、平成 31 年度以降は約 1.5 億円から 2.5 億円程度の更新需要が発生する見込みとな

り、計画期間内の総事業費は約 22 億円（税込み）に及びます。 

 
図-4.4.1 更新需要見通し（更新基準：５年平均） 

 
表-4.4.1 資産種別の更新需要合計（税込み） 
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経営戦略計画期間内の

計画値

計画実績

H30～70 H30～39

建 築 19,018 17

土 木 773,534 67,395

機 械 404,244 90,706

電 気 466,010 154,622

計 装 778,200 233,154

そ の 他 41,768 12,242

管 路 4,963,616 1,678,791

合 計 7,446,390 2,236,927

総事業費（単位：千円）
資産種別



 

５．財政計画 

財政シミュレーション検討条件 

将来の財政収支見通しを検討する上での基本条件・設定方法を整理して、以下の表-5.1.1
に示します。 

表-5.1.1 財政シミュレーションの基本条件・設定方法 

 
 

H29以降の設定方法
給水収益 ・平成28度決算から算出した供給単価に有収水量を乗じることで算出
加入金 ・H29予算値を将来一律に設定
受託工事収益 ・H29予算値を将来一律に設定
その他営業収益 ・H29予算値を将来一律に設定
他会計繰入金 ・旧債に対する企業債償還利息分の２分の１を計上

・旧債に対する企業債償還元金分の２分の１を計上
・児童手当分のH29予算値を将来一律に計上
・消火栓のH29予算値を将来一律に計上
・基準外繰入金を本経営戦略の計画期間最終年度H.39には計上なしとし、そ
れまでは段階的に減少させた金額を計上

長期前受金戻入 ・H28までの既存施設＋H29以降の新規施設（更新）を計上
・新規施設については資本的収支の補てん財源として設定する国庫補助金
と一般会計繰入金を基に算出
・新規施設分の耐用年数は減価償却費算出用と同様とする

その他 ・H29予算値を将来一律に計上
・H29予算値を将来一律に計上

人件費 ・H29人件費単価に職員数を乗じた金額を計上
・動力費はH29単価に年間給水量を乗じた金額を計上
・薬品費はH29単価に年間給水量を乗じた金額を計上
・修繕費はH29予算値を将来一律に計上
・委託料はH29予算値を将来一律に計上
・その他はH29予算値を将来一律に計上

事務費 ・H29予算値を将来一律に計上
受託工事費 ・H29予算値を将来一律に計上
減価償却費 ・H28までの既存施設＋H29以降の新規施設（更新）を計上

・資産区分及び耐用年数は以下のとおりとする
「建築・土木」58年、「機械・電気・計装」16年、「その他」4年、「管路」38年

資産減耗費 ・H29予算値を将来一律に計上
支払利息 ・H28までの既発行分＋H28以降の新規発行分

・新規発行分は償還期間40年（内5年据置）、利率は過去５年間の最大値
1.8％と設定

その他 ・H29予算値を将来一律に計上
・計上なし
・建設改良費全体の40％を計上
・管路更新費の1/3を計上
・計上なし
・建設改良費から上記収入分を差し引いた残りを計上、ただし最大50,000千
円
・計上なし

建設改良 ・建設改良には更新基準による更新需要（平準化）を計上
統合事業 ・計上なし
基幹改良事業 ・計上なし

・H28までの既発行分＋H28以降の新規発行分
・新規発行分は償還期間40年（内5年据置）、利率は過去５年間の最大値
1.8％を設定
・計上なし
・前年度繰越額＋加算額（利益剰余金＋損益勘定留保資金＋消費税調整
額）－当年度補填額

補てん財源残高
（資金残高）

その他

財政勘定項目

資
本
的
収
支

（
税
込
み

）

収
益
的
収
支

（
税
抜
き

）

収
入

支
出

支
出

収
入

営業外収益

営業収益

営業外費用

特別利益

作業費（動力費、
薬品費、修繕費
等）

営業費用

その他

特別損失

国庫補助金
企業債

企業債償還金

建設改良費

一般会計繰入金

県費補助金



 

財政収支見通しの検討 

１）投資計画の適用 
投資計画では、資産の更新時期の目安として、施設・設備の種類の違いによる全国的な

水道事業体使用実績例を参考に、本町独自の更新基準を設定し、これに基づいた更新需要

を採用しました。財政収支見通しを検討する上では、この更新需要の結果を適用するもの

とします。 

なお、財政収支見通しの検討期間は、中長期的な視点での経営状況を把握するために、

2058（平成 70）年度まで試算します。 

 

（１）事業費（更新需要） 

投資計画で検討した事業費は、資産の種類による更新基準設定により、平準化が図られ、

年度によって異なりますが、毎年 100,000 千円～250,000 千円の更新需要が発生します。 

 

 

図-5.2.1 投資計画に基づいた財政収支見通し検討結果（更新需要） 
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H28 H33 H38 H43 H48 H53 H58 H63 H68 H70
更新需要（千円） 341,122 254,867 254,867 147,991 147,991 213,246 213,246 121,519 121,519 264,947



 

（２）給水原価・供給単価 

現行料金水準のままであるため供給単価は一定となりますが、給水原価は事業実施に伴

う企業債借り入れにより支払利息が増加するため、上昇傾向となります。 

 

 

図-5.2.2 投資計画に基づいた財政収支見通し検討結果（給水原価・供給単価） 

 

（３）企業債残高 

事業実施のための財源確保のために企業債借り入れが発生するため、企業債残高は平成

28 年度から増加傾向となります。 

 

 

図-5.2.3 投資計画に基づいた財政収支見通し検討結果（企業債残高） 
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（４）資金残高（補てん財源） 

給水人口減少に伴い収益減少となるため、徐々に純利益が減少し、2026（平成 38）年度

に資金残高が不足します。 

 

 

図-5.2.4 投資計画に基づいた財政収支見通し検討結果（資金残高） 

 
 

２）経営改善方策の検討 
１）では設定した投資計画に基づいて事業を実施した場合の財政収支見通しを試算しま

したが、図-5.2.4 に示したとおり、資金残高の不足は回避できない見通しになります。 
ここでは、健全な水道事業経営ができるように、料金水準や企業債借入水準等を見直し、

経営改善に向けた方策による財政収支見通しの検討を行います。 
 

（１）条件の設定 

経営改善の検討にあたっては、水道事業として適正な収益性を確保すること、適正な自

己資金を確保しながらも企業債の借り入れに依存しすぎないことが求められます。収益性

を確保する方策としては、料金改定があげられますが、料金改定率の設定においては、水

道利用者である町民に対して理解を得られる説明ができる水準に設定する必要があります。 
そのため、本検討においては、以下のとおり目安となる条件を設定するものとします。 
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H28 H33 H38 H43 H48 H53 H58 H63 H68 H70
資金残高（千円） 0 92,562 -13,184 -111,834 -293,259 -691,109 -1,168,759 -1,573,041 -2,044,069 -2,298,065



 

 
表-5.2.1 経営改善方策における条件設定 

対象となる項目 設定方法 

収 益 性 の 確 保 

 健全な水道事業経営としては、公営企業会計の基本である収益的収支が

黒字であることが条件とされています。また、健全性を評価する指標として

は、日本水道協会規格である「水道事業ガイドライン」の業務指標（ＰＩ）にも

定義されている「経常収支比率」100％以上が一つの目安となります。 

 本計画においては、収益的収支における当年度純利益が黒字となること、

累積赤字が発生していないことを最低限の条件とします。 

 水道料金の１回当たりの改定率は、料金改定による使用者への急激な負

担増を避け、改定率20％以内で設定します。また、料金改定の検討開始時

期は、収益的収支における基準外繰入金の減額を開始する平成 33 年度と

します。 

 また、試算する上での水道料金の改訂時期は、収益的収支の当年度純利

益が赤字の見込みとなる年度に設定し、それ以降は５年間を目処に料金

改定率を設定します。 

企 業 債 借 入 

の 水 準 

 投資計画で示したとおり、長期的に更新需要が発生することから、事業を

計画的に実施していくために財源の確保が必要です。しかし、企業債の借

り入れに依存しすぎると、将来世代への負担が重くなります。そのため、建

設改良費が 2 億円以上の場合には事業費の 40％、2 億円未満の場合には

事業費の 30％を借り入れるものと設定します。 

資 金 残 高 の 

下 限 値 

 資金残高については、公営企業において、最低限確保すべき明確な基準

は定められていません。目安としては、一般的に建設改良費や企業債償還

金などを一定の金額で支払わなければならないほか、災害や事故等に伴う

突発的な給水停止時の運転資金等、毎年の事業運営のために必要な金

額とされています。 

 一般的に給水収益の 10 ヶ月～１ヶ年分程度を現金預金で保有しているの

が、平均的な事業体であるといわれていますが、本計画では、資金残高が

不足しないことを条件とします。 

 

 

  



 

（２）検討結果 

先述した経営改善方策を適用した場合の財政収支見通しの検討結果を示します。 
 

①給水収益・供給単価 

供給単価は、料金改定により現行の 178.2 円/m3から１回目の料金改定の平成 33 年度に

は 208.5 円/m3、２回目の料金改定の平成 38 年度には 248.1 円/m3まで上昇することから、

給水収益も増収の見通しとなります。 

 

 
図-5.2.5 経営改善方策を反映した財政収支見通し検討結果（給水収益） 

 

 

 
図-5.2.6 経営改善方策を反映した財政収支見通し検討結果（供給単価） 
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単位：円/m3
供給単価 H28 H33 H38 H43 H48 H53 H58 H63 H68 H70

経営改善方策適用前 178.2 178.2 178.2 178.2 178.2 178.2 178.2 178.2 178.2 178.2
経営改善方策適用後 178.2 208.5 248.1 258.0 270.9 300.7 315.7 318.9 318.9 318.9
差（適用後-適用前） 0.0 30.3 69.9 79.8 92.7 122.5 137.5 140.7 140.7 140.7



 

②給水原価 

給水原価は、新規企業債の借り入れの依存度を抑えることで支払利息が減少するため、

経営改善方策適用前に比べて若干ではありますが 1～6 円/m3減少します。 

 

 
図-5.2.7 経営改善方策を反映した財政収支見通し検討結果（給水原価） 

 
③当年度純損益 

当年度純損益は、料金改定を行うことで収益性は大きく改善され、改定以降は黒字で推

移します。 

 

 
図-5.2.8 経営改善方策を反映した財政収支見通し検討結果（当年度純損益） 
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単位：円/m3
当年度純損益 H28 H33 H38 H43 H48 H53 H58 H63 H68 H70

経営改善方策適用前 50,840 13,551 -24,787 -50,095 -56,452 -64,323 -83,435 -87,037 -85,108 -84,356
経営改善方策適用後 50,840 36,579 26,310 7,392 9,228 19,228 6,722 3,314 3,830 4,040
差（適用後-適用前） 0 23,028 51,097 57,487 65,680 83,551 90,157 90,351 88,938 88,396



 

④企業債残高（企業債残高対給水収益比率） 

新規企業債は、経営改善方策適用前には新規企業債の借り入れの依存度を一律事業費の

40％と設定していますが、経営改善方策適用後は資金残高に余裕がある期間は 30％に抑え

るものとします。これにより、企業債残高は改善されます。また、企業債残高対給水収益

比率は算定式の分母にあたる給水収益が料金改定によって増加する年度に大きく減少する

ことになります。 

 

 
図-5.2.9 経営改善方策を反映した財政収支見通し検討結果（企業債充当率） 

 

 

 
図-5.2.10 経営改善方策を反映した財政収支見通し検討結果（企業債残高） 
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企業債残高 H28 H33 H38 H43 H48 H53 H58 H63 H68 H70
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図-5.2.11 経営改善方策を反映した財政収支見通し検討結果（企業債残高対給水収益比率） 

 
 

⑤資金残高（資金残高対給水収益比率） 

資金残高は、経営改善方策適用後は不足することなく事業を継続でき、本計画の計画期

間の平成 30～39 年度には、80,000 千円～170,000 千円を確保出来る見通しです。 

 

 
図-5.2.12 経営改善方策を反映した財政収支見通し検討結果（資金残高） 
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図-5.2.13 経営改善方策を反映した財政収支見通し検討結果（資金残高対給水収益比率） 
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単位：％
資金残高対給水収益比率 H28 H33 H38 H43 H48 H53 H58 H63 H68 H70

経営改善方策適用前 0 68 -10 -89 -241 -586 -1,025 -1,417 -1,887 -2,135
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６．投資・財政計画のまとめ 

これまでに検討した投資計画及び財政計画について、本経営戦略の計画期間 10 年間（平

成 30～39 年度）における収支見通しを営業に関わる活動の収支を表す損益取引（収益的収

支）と、営業活動以外における資本の増減の収支を表す資本取引（資本的収支）に分けて次

頁より示します。 
 
 



 

 

 
 
  

別紙１　投資・財政計画（収益的収支）
（単位：千円，％）

年　　　　　　度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 備考

区　　　　　　分 決 算 決 算 予算見込
１． (A) 139,452 140,799 139,931 139,040 138,327 137,080 159,217 158,175 157,549 155,673 154,422 182,118 181,374

(1) 138,638 139,200 139,174 138,283 137,570 136,323 158,460 157,418 156,792 154,916 153,665 181,361 180,617
供給単価×有収
水量

681 1,396 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 H29予算一定
(2) (B) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H29予算一定
(3) 133 203 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 H29予算一定

２． 25,427 38,979 134,982 127,472 122,925 121,843 111,587 114,574 117,309 107,734 107,905 108,008 97,539
(1) 11,979 14,630 61,121 53,946 53,326 52,817 41,373 42,493 43,005 31,961 31,773 30,461 18,018

11,979 14,630 61,121 53,946 53,326 52,817 41,373 42,493 43,005 31,961 31,773 30,461 18,018
設定値を計上
（表-5.1.1参照）
計上なし

(2) 73,800 73,465 69,538 68,965 70,153 72,020 74,243 75,712 76,071 77,486 79,460
既存＋新規を計
上

(3) 13,448 24,349 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 H29予算一定
(C) 164,879 179,778 274,913 266,512 261,252 258,923 270,804 272,749 274,858 263,407 262,327 290,126 278,913

１． 124,971 118,470 223,189 223,336 215,592 218,130 222,470 227,910 233,827 238,535 241,427 245,214 249,505
(1) 27,463 29,071 29,958 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

27,463 29,071 29,958 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
H29人件費単価
×職員数

(2) 62,365 55,612 63,664 63,291 62,997 62,585 62,271 61,939 61,684 61,253 60,939 60,607 60,371

19,248 17,010 20,400 20,045 19,761 19,364 19,061 18,740 18,494 18,078 17,775 17,454 17,227
H29単価×給水
量

699 790 739 721 711 696 685 674 665 650 639 628 619 H29単価×給水
16,199 13,738 17,894 17,894 17,894 17,894 17,894 17,894 17,894 17,894 17,894 17,894 17,894 H29予算一定
17,018 17,461 17,989 17,989 17,989 17,989 17,989 17,989 17,989 17,989 17,989 17,989 17,989 H29予算一定

計上なし
9,201 6,613 6,642 6,642 6,642 6,642 6,642 6,642 6,642 6,642 6,642 6,642 6,642 H29予算一定

(3) 35,143 33,787 16,807 16,807 16,807 16,807 16,807 16,807 16,807 16,807 16,807 16,807 16,807 H29予算一定
(4) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H29予算一定

(5) 112,508 112,986 105,536 108,486 113,140 118,912 125,084 130,223 133,429 137,548 142,075
既存＋新規を計
上

(6) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 H29予算一定
２． 10,641 10,468 12,638 10,828 9,770 10,673 11,756 13,075 14,426 15,791 17,216 18,603 19,984

(1) 10,641 10,468 12,637 10,827 9,769 10,672 11,755 13,074 14,425 15,790 17,215 18,602 19,983
既存＋新規を計
上

(2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H29予算一定
(D) 135,612 128,938 235,827 234,164 225,362 228,803 234,226 240,985 248,253 254,326 258,643 263,817 269,489
(E) 29,267 50,840 39,086 32,348 35,890 30,120 36,578 31,764 26,605 9,081 3,684 26,309 9,424
(F) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H29予算一定
(G) 2,060 計上なし
(H) △ 2,059 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29,267 50,840 37,027 32,349 35,891 30,121 36,579 31,765 26,606 9,082 3,685 26,310 9,425

(I) 37,027 69,376 105,267 135,388 171,967 203,732 230,338 239,420 243,105 269,415 278,840
前年度純利益＋当
年度純利益

(J) － － 40,931 H29予算のみ算定

－ － 11,249 H29予算のみ算定

(K) － － 57,056 H29予算のみ算定

－ － 44,175 H29予算のみ算定

－ － 該当なし
－ － 12,881 H29予算のみ算定

( I )
(A)-(B)

(L) － － － － － － － － － － － － － 該当なし

(M) 139,452 140,799 139,930 139,039 138,326 137,079 159,216 158,174 157,548 155,672 154,421 182,117 181,373

－ － － － － － － － － － － － － 該当なし

(N) － － － － － － － － － － － － － 該当なし

(O) － － － － － － － － － － － － － 該当なし

(P) － － － － － － － － － － － － － 該当なし

－ － － － － － － － － － － － － 該当なし

153.7

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に より 算定 した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

147.9－ － 26.5 49.9

支 出 計

委 託 料

事 務 費

153.8 157.4

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

76.1 98.8 108.0 128.8 146.2

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

補 助 金

算定式

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給

経 費

動 力 費

修 繕 費

他 会 計 繰 入 金

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

営 業 収 益

加 入 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

薬 品 費

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

受 託 工 事 費

そ の 他 補 助 金

そ の 他

う ち 未 収 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

資 産 減 耗 費

支 払 利 息

営 業 外 収 益
収

益

的

収

支



 

 
 
 

別紙２　投資・財政計画（資本的収支）
（単位：千円）

年　　　　　度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 備考

区　　　　　分 決 算 決 算 予算見込

１． 271,800 297,000 1 101,900 101,900 101,900 101,900 101,900 101,900 101,900 101,900 44,400
充当率を建設改良費2億
以上で40%、2億未満で
30%

－ － － － － － － － － － － － － 該当なし

２． － － － － － － － － － － － － － 計上なし

３． － － － － － － － － － － － － － 計上なし

４． － － － － － － － － － － － － － 計上なし

５． 46,416 43,371 46,682 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
建設改良費－（企業債＋
国庫補助金）※上限
50,000千円

６． 133,808 147,609 1 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400 35,700 管路整備の1/3計上

７． 1 計上なし

８． － － － － － － － － － － － － － 計上なし

９． － － － － － － － － － － － － － 計上なし

１０． － － － － － － － － － － － － － 計上なし

(A) 452,024 487,980 46,685 50,000 215,300 215,300 215,300 215,300 215,300 215,300 215,300 215,300 130,100

(B) 繰り越しなし

(C) 452,024 487,980 46,685 50,000 215,300 215,300 215,300 215,300 215,300 215,300 215,300 215,300 130,100

１． 437,541 341,122 47,699 50,000 254,867 254,867 254,867 254,867 254,867 254,867 254,867 254,867 147,991

－ － － － － － － － － － － － － 計上なし

16,892 36,321 47,677 50,000 254,867 254,867 254,867 254,867 254,867 254,867 254,867 254,867 147,991
更新基準に基づいて発生
する更新需要を計上

226,446 176,262 11 H29まで計上

194,203 128,539 11 H29まで計上

２． 30,627 31,976 32,741 33,411 33,230 33,144 33,575 36,332 37,838 36,220 38,367 38,306 35,987
旧債分＋新規債分を
計上

３． － － － － － － － － － － － － － 計上なし

４． － － － － － － － － － － － － － 計上なし

５． 58 H29予算のみ計上

(D) 468,168 373,098 80,498 83,411 288,097 288,011 288,442 291,199 292,705 291,087 293,234 293,173 183,978

(E) △ 16,144 114,882 △ 33,813 △ 33,411 △ 72,797 △ 72,711 △ 73,142 △ 75,899 △ 77,405 △ 75,787 △ 77,934 △ 77,873 △ 53,878

１． 38,958 39,771 36,248 39,771 43,237 47,142 51,091 54,761 57,608 60,312 62,865

減価償却費＋（資産減耗
費－撤去費－棚卸資産減
耗費）－長期前受金戻入
＋雑支出

２． 37,027 32,349 35,891 30,121 36,579 31,765 26,606 9,082 3,685 26,310 9,425

３． － － － － － － － － － － － － － 該当なし

４． － － － － － － － － － － － － － 該当なし

５． － － 75 10,479 10,479 10,479 10,479 10,479 10,479 10,479 10,479 4,614 資本的収支消費税調整額

(F) 76,060 72,120 82,618 80,371 90,295 89,386 88,176 74,322 71,772 97,101 76,904

－ － 42,247 38,709 9,821 7,660 17,153 13,487 10,771 △ 1,465 △ 6,162 19,228 23,026

－ － 42,247 80,956 90,777 98,437 115,590 129,077 139,848 138,383 132,221 151,449 174,475 △となると倒産

(G) － － － － － － － － － － － － － 該当なし

(H) 724,307 889,431 956,590 923,179 991,849 1,060,605 1,128,930 1,194,498 1,258,560 1,324,240 1,387,773 1,451,367 1,459,780

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 備考

区　　　　　分 決 算 決 算 予算見込

11,979 14,630 61,121 53,946 53,326 52,817 41,373 42,493 43,005 31,961 31,773 30,461 18,018

29,836 22,661 22,041 21,532 21,373 22,493 23,005 21,961 21,773 20,461 18,018 企業債償還利息分＋元金分

31,285 31,285 31,285 31,285 20,000 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000
段階的に減額、H39に
計上なし

46,416 43,371 46,682 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

46,682 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

58,395 58,001 107,803 103,946 103,326 102,817 91,373 92,493 93,005 81,961 81,773 80,461 68,018

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

資

本

的

収

支

単 年 度 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (C)-(D)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資 本 的 収 支 分

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計

計

他 会 計 借 入 金

国 庫 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

他 会 計 負 担 金

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

累 積 財 源 過 不 足 額

県 費 補 助 金

統 合 事 業

基 幹 改 良 事 業

職 員 給 与 費

収 益 的 収 支 過 不 足 額

(A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

建 設 改 良

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他



 

 

７．経営戦略のフォローアップについて 

今回策定した「東彼杵町水道事業経営戦略」は、「東彼杵町第５次総合計画」（平成 26 年 8
月）、「東彼杵町水道ビジョン」（平成 22 年 3 月）を基本として策定しています。 

水道事業の上位計画である「東彼杵町水道ビジョン」で掲げた計画最終年度が平成 31 年

度であることから、遅くとも平成 31 年度迄には、国の「新水道ビジョン」の方針を踏まえ

た「東彼杵町新水道ビジョン」を新たに策定する必要があります。 
本経営戦略においても、「新水道ビジョン」の策定にともない、新たな基本理念と整合を図

るために改定しつつ、本町水道事業の経営状況の全体像を把握するために、２－２の４）で

整理したような経営指標を用いて、毎年度、改善状況を検証するほか、類似団体と比較し、

経営状況の「見える化」を図る等、フォローアップを実施します。 
検証方法としては、本町水道事業における統計値を基本情報として、改善状況を把握する

上で重要とされる経営指標（経常収支比率、企業債残高対給水収益比率、資金残高対給水収

益比率等）を選定し、本経営戦略における計画値と実績値の乖離状況を検証します。 
さらに、経営状況の客観性や実効性を保証するために、本町にて上水道事業審議会（仮称）

を開催し、経営評価の透明性、信頼性を高めるものとします。 
 

 
 

図 7.1 ＰＤＣＡサイクルによるフォローアップ実施体制 
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経営指標による分析
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善策の検討）



 

 
表-7.1 経営戦略の検証に用いる経営指標 

 
 

視点 算定式 評価

① 経常収支比率（％） 経常損益

② 累積欠損金比率（％） 累積欠損

③ 流動比率（％） 支払能力

④ 企業債残高対給水収益比率（％） 債務残高

⑤ 料金回収率（％） 料金水準の適切性

⑥ 給水原価（円/ｍ3） 費用の効率性

⑦ 施設利用率（％） 施設の効率性

⑧ 有収率（％）
供給した配水量
の効率性

⑨ 有形固定資産減価償却率（％）
施設全体の
減価償却の状況

⑩ 管路経年化率（％） 管路の経年化状況

⑪ 管路更新率（％）
管路の更新投資
の実施状況

⑫ 資金残高対給水収益比率（％） 資金残高

⑬ 浄水施設の耐震化率（％）
浄水施設の
耐震化状況

⑭ ポンプ所の耐震化率（％）
ポンプ所の
耐震化状況

⑮ 配水池の耐震化率（％）
配水池の
耐震化状況

⑯ 管路の耐震管率（％）
管路の
耐震化状況

⑰ 基幹管路の耐震管率（％）
基幹管路の
耐震化状況

⑱ 基幹管路の耐震適合率（％）
基幹管路の
耐震化状況

※①～⑪の出典：公営企業に係る「経営比較分析表」の分析等について（平成29年1月20日、総務省事務連絡）

　⑫：今回追加した指標

　⑬～⑱：JWWA水道ガイドライン Q 100(2016)（日本水道協会 平成28年３月改正）から追加した指標

指標名

※耐震適合性がある管路の定義…「管路の耐震化に関する検討会報告書」（厚生労働省）において、耐震性能を満たすと評価され
た管をいいます。具体的には耐震管の他に、K 型継手を有するダクタイル鋳鉄管のうち良い地盤に布設されているもの、また、RR
ロング継手を有する硬質塩化ビニル管をいいます。（ただし、地震の被災経験が少なく、十分に耐震性能が検証されていない管種、
継手を含んでいます）

３　老朽化
の状況

２　経営の
効率性

１　経営の
健全性

その他

経常収益
経常費用

×100

当年度未処理欠損金
営業収益受託工事収益

×100

流動資産
流動負債

×100

企業債現在高
給水収益

×100

供給単価
給水原価

×100

（経常費用 − （受託工事費＋材料及び不要品売却原価

＋付帯事業費） − 長期前受金戻入）

年間総有収水量

１日平均配水量
１日配水能力

×100

年間総有収水量
年間総配水量

×100

有形固定資産減価償却累計額
有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価

×100

法定耐用年数を経過した導・送・配水管延長
導・送・配水管延長

×100

当該年度に更新した導・送・配水管延長
導・送・配水管延長

×100

耐震対策の施された浄水施設能力
全浄水施設能力

×100

耐震対策の施されたポンプ所能力
耐震化対象ポンプ所能力

×100

耐震対策の施された配水池有効容量
配水池等有効容量

×100

耐震管延長
管路延長

×100

基幹管路のうち耐震管延長
基幹管路延長

×100

基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長
基幹管路延長

×100

資金残高
給水収益

×100


